
コスモスひろば
ライフサポート行政書士の会がお届けする遺言・相続お役立ち情報令和３年

ご予約、ご質問、お気軽にお近くの行政書士事務所へお電話ください。

定期的に遺言相続セミナーを市民センター等で開催。
希望者の方には無料相続相談会も開催しています。
日時、内容等、下記の事務所にお問合せ下さい！

　両親が事業として農業をされてい

て、ご自身はそのお手伝をしている。

その貢献分を相続財産に反映できない

かというご質問ですね。

　相続時に貢献分の加算を考慮できる

「寄与分」という制度が、民法第904条

の２に定められています。

　この「寄与分」が認められている人

は、従来は相続人のみでしたが、

2019 年７月民法が改正されたことに

より、「特別寄与分」の請求権として、

被相続人の相続人ではない親族（息子

の配偶者等）にも認められるようにな

りました。

　また「寄与分」が認められる可能性

のある代表的な行為には以下の５つが

あります。被相続人の①家業の手伝

い、②金銭の出資、③介護の手伝い、④

生活費の給付、⑤財産の管理です。更

に無償ないし無償に近い行為で継続性

があり、通常期待されるような程度を

超える貢献が必要にもなります。

　過去の事例では、「被相続人を10 年

間毎日介護して、介護に人を雇うより

費用を 600 万円削減したというよう

な場合」には、「寄与分」が認められ

た一方、「週１、２回の入院、通院の

付き添い程度の場合」では、民法

730 条の親族間の互助義務の範囲と

考えられ、認められることはありませ

んでした。

　今回のご質問者の場合は、前述した

①家業の手伝いに該当すると考えられ

ます。

　農業に関する過去の事例では、「40

年間長期に渡って家業の利用する農地

の開拓、整備を手伝い、収穫量増加が

でき、被相続人の財産維持、増加に貢

献した場合」には、「寄与分」が認め

られた一方、「２年間家業の農業の収

穫作業を手伝ったが、不作の為収穫量

が増えず、売上不振だった場合」では、

認められることはありませんでした。

　「寄与分」は、遺産分割協議時に認

められなかった場合には、調停を申し

立てることもできます。

　「寄与分」を含めて相続手続きにご

不安がある場合には、お早めに行政書

士等の専門家にご相談されてはいかが

でしょうか？

　　　（行政書士兼 FP　飯田　利治）
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両親の農業を手伝っているのですが、
遺産分割時に加算してもらえますか？
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「寄与分」を主張できる可能性があります。
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遺言書を書きたいのですが、相続人が
先に亡くなった場合にはどうなりますか？

相続財産を受け取る人がいなくなれば、
遺言はなかったことと同じになってしまいます。

異母兄弟がいる場合の遺産相続は、
相続分の割合が異なるのでしょうか？

亡くなられたのが親なのか、兄弟なのか、
ケースによって相続分が異なってきます。

　具体的に相続させたい方や相続して欲

しい財産がおありなのですね。遺言を書

くということは、自分が死亡したときに

備え、あらかじめ自分の意思を遺すとい

う点で大変有効です。しかし、書かれて

から相続が始まるまでに時間差がありま

す。遺言作成時は、作成する人（遺言者）

より相続人（受遺者）の方が長く生きて

いくことを想定していますが、万が一と

いうこともあり得ますので、そのような

場合にも備えたいものです。

　民法第994条には「遺贈は、遺言者

の死亡以前に受遺者が死亡したときは、

その効力を生じない。」と規定されてい

ます。遺産分割の方法を指定する「相続

させる」という遺言においても、判例で

は、推定相続人の代襲者その他の者に遺

産を相続させる旨の意思を有していたと

みるべき特段の事情がない限り、遺言の

効力を否定しています。遺言で受遺者が

指定されている場合には、その受遺者に

ついては代襲相続（本来相続人となる被

相続人の子又は兄弟姉妹がすでに亡く

なっていた場合等に、その者に代わって

相続すること）という制度はありません。

　従って、遺言者の遺贈が効力を失って

しまうと、その遺言書で遺贈されるはず

であった財産は、元々の遺贈者の相続人

のものとなるので、どのように相続する

かを法定相続人全員による遺産分割協議

で改めて決定しなければならず、遺言書

を用いた目的の達成が難しくなります。

　そこで、遺言者より受遺者が先に亡く

なった場合の対策として、二つのことが

考えられます。一つは「遺言書の書き換

え」です。これは、全部作り直しても一

部変更でも可能です。二つ目は「予備的

遺言」の活用です。遺言書の中に、さら

に次の受遺者を指定しておく方法です。

自分が遺言を書きなおすことができなく

なった場合にも対応できます。受遺者が

一人か複数かでは、予備的遺言内容も異

なりますので、詳しいことは、専門家に

ご相談されることをお勧めします。

　できる限り先のことを考慮した遺言を

作成することは、不安を取り除き、円滑

な相続を進めることに繋がります。

　　　　　　（行政書士　半田　直子）

　父親が同じだけど母親が異なる兄弟で

は、相続分が異なるのかというご質問で

すね。亡くなられたのが親の場合と兄弟

の場合に分けてご説明します。

　まず、共通の父親が亡くなられた場合

ですが、異母兄弟は同じ父親の子なので、

当然に相続権があります。この場合、相

続分の割合は同じになります。

　たとえば、亡くなられた父親の配偶者

（現在の妻）がご存命であれば、配偶者

の相続分は２分の１となり、異母兄弟を

含めた兄弟姉妹の相続分は、残りの２分

の１を兄弟姉妹の人数で均等に割った分

となります。もし異母兄弟と２人なら、

２分の１を２人で割って、４分の１がそ

れぞれの相続分となります。

　次に亡くなられたのが兄弟姉妹の場合

ですが、兄弟姉妹は、法定相続人の第 1

順位である「配偶者（夫または妻）」お

よび「子」や、第２順位である「直系尊

属（両親・祖父母）」がいないときには

じめて、相続権をもつことができます。

異母兄弟の場合も同じです。亡くなられ

た兄弟姉妹がお一人でお子さんがおら

ず、ご両親も亡くなっている場合に、相

続権が生まれます。

　その場合の相続割合は、父母の双方を

同じくする兄弟姉妹の相続分を１とする

と、異母兄弟は２分の１になります。

　たとえばご兄弟２人で、お子さんがい

ない独り身のお兄様が亡くなられて、ご

両親もすでに亡くなられている場合、お

兄様の相続財産の３分の２が弟さんの相

続分となり、残りの３分の１が異母兄弟

の相続分となります。

　注意しておきたいのは、異母兄弟で

あっても、非嫡出子（ひちゃくしゅつし）

の場合です。非嫡出子とは、法律上の婚

姻関係にない男女間に生まれた子になり

ます。血のつながりがあっても、認知も

養子縁組もしなければ、法律上の親子関

係が認められません。当然、相続権も認

められません。

　家族関係によっては、相続が分かりに

くくなります。少しでも疑問がある場合

は、専門家に面談でのご相談をされたほ

うがよいでしょう。

　　　（行政書士兼 FP　髙田　哲朗）


